
上三川町税等徴収嘱託員募集要項 

 

１　採用人員・資格要件等 

　※次のいずれかに該当する方は応募できません（地方公務員法第１６条）。 

　(1) 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの方 

　(2) 上三川町職員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から２年を経過しない方 

　(3) 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを

主張する政党その他団体を結成し、又はこれに加入した方 

 

２　職務内容 

　(1) 滞納に係る町税等の徴収に関すること。 

　(2) 町税等に関する諸届の受理及び連絡に関すること。 

　(3) その他町税等の事務に関すること。 

 

３　報酬・勤務条件等 

　※その他　社会保険（共済保険・厚生年金・雇用保険）　加入 

期末手当・勤勉手当、通勤手当（通勤距離２キロ以上の場合）　支給あり 

有給休暇　あり 

休日　日曜日及び土曜日、祝日、１２月２９日から翌年１月３日までの年末年始 

　　　　　　服務　地方公務員法（法令・上司の職務上の命令に従う義務、信用失墜行為の禁止、秘密を

守る義務、職務に専念する義務等）が適用となります。 

　 

４　申込期間・場所等 

(1) 申込期間　令和８年２月６日（金）まで　※郵送の場合は２月６日（金）必着 

午前８時３０分から午後５時１５分まで（日曜日・土曜日は除く） 

　(2) 申込場所　役場２階　税務課納税係 

　(3) 提出書類 

　　　履歴書（直近３ヶ月以内の撮影、脱帽、上半身縦４㎝×横３㎝の写真貼付） 

　　　※履歴書は市販のもので結構です。提出書類は返却しませんのでご了承ください。 

 

５　選考の方法 

　書類審査のほか、個別に面接を行います。面接日時は別途お知らせします。 

 職種 採用人員 資格等要件

 

会計年度任用職員 １名

・普通自動車運転免許を有している方 

・パソコンの基本操作ができる方 

・親切丁寧な電話窓口対応ができる方

 
報酬／月額

勤務条件

 任用期間 勤務日・時間・場所

 

１６４，１６０円／

月

令和８年４月１日から 

令和９年３月３１日まで 

※勤務成績が良好な場合は、その後

再度任用する場合があります。

月曜日から金曜日までの間で４日間（週

３１時間） 

午前８時３０分～午後５時１５分 

（正午から午後１時までは休憩時間） 

上三川町役場税務課



 

６　結果の通知 

　結果については、２月中に本人あて通知します。 

 

７　その他 

本募集は、令和８年度予算が成立することを前提とした募集内容となっており、募集開始時点では予算

は成立していないため、今後の状況により募集内容が変更になる可能性があります。予めご了承ください。 

 

８　問い合わせ先 

　　〒３２９－０６９６　栃木県河内郡上三川町しらさぎ一丁目１番地 

　　上三川町税務課納税係 

　　電  話 　０２８５（５６）９１２１ 

　　メール　 zeimu01@town.kaminokawa.lg.jp


